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(1)事業の現況

①施設

画 期

日

供
(供

問

熊本県水上村

平成

農業集落排水事業

開始
開始 1

処理区域内人口密度

平咸

29

度
数)

処

年

28

湯山処邱区
本野処理区

理

年度

処

区

3

別添2-2

Ⅱ.7人/h a

平成9年度 a9年)
平成12年度(16年)

理

数

月

広域化・共同化・最適化
実施状況幻

場

2地区(湯山処N区、本野処理区)

司打厶域化」とは、・部小務組介に上る沸業尖施笘の仙の自治体との水業統介、硫域下水遊への接統を指す'
臼射"Hヒ」とは、複数のΠ治体で艾甸Lて使川,、る施股の建股(途化n 叫桝再懇や述携中椎都市細にJI,づくものを含む)、広城化・艾1'化を払進寸るための肌1ホiにJ上づき火

施寸、る施没の県佛(稔務釧1大臣辿知1)、'1f務の,部を艾甸してテ;即・執行寸る場介(*↓ノ亡徴収竹の,"務の・部を・部'Ⅱ務乳1介に上ってjι施tる」号介t,})を指・小_
「最適化」とは、①他の、Ⅱ業との統焼合、②公共下水・条1非、ホ化怜響の芥M処列!施,1の小から、地即約・社会的条什に応じて最適なものを遺泉寸ること(処則Ⅸの統焼介を

含む,)、③施設の轤膝介(処別区の莪艇介をイ1わない)を指す_

②使用料

数 2箇所(沽流浄水センターせきれい、本野汀1化センター)

平成

法適(全部適用・一部適用)
非適の区分

平成12年度米までに、農業集落の生産、生活環境の向上を図るため、農業葉落排水事業による施
設落備が完了しています。農業条落ぢbK落備区域外については、浄化椚黎備事業による落備を推進
し、単独処N浄化柏を設置している家庭については、合併処理浄化椚への転換を進めて行く方針で
す。

一般家庭用使用料体系の
概要考え方

37

流

年度

域
接

水道
の

非適用

への
^

J圭本料:一世帯当り 1,44 0円
人員御上世帯員】人当り 480門
G商用範囲:一般世帯・佃人経営の店舗等)

業務用
概要

J1ι、

無し

使用料休
考え

基本判・:1,44 0 門
人員耆上 1人当り480円
業務料令:5,720円
(適用範開:事業所A (旅館、民宿 U俣容人員30人以上)))
J玉本料:1,440円
人員宵上 1人当り480円
業務料余:1,910円
(適用範開:事業所B (旅館、民宿(収容人員3 0人未満)))
茶本料:1,44 0円
人員宵上 1人当り480円
業務料令:960円
G商用範開:事業所C (飲食店、美容室、理髪店))

Jま本料・:1,440 門
人員仰上 190円
業務料金:960円
G商用範開:事業所D (事物所(製材所、スタンド、診療所、馴H吏局)))

系の
方

その他の使用料体系の
概要考え方

例上
2

過去 3

*2 条例上の使用料ど士、一般家庭における20金あたりの使用料をいう。

心実質的な使用科ど立、科金収入の合計を有収水量の合計で除Lた値に20mを乗じたもの(家庭用の,みでなく業務用を含む)をいう。

人員割:1人当り95円
(適用範開:公共施設、学校、保育所)

墓本料:480円
(適用鞄開:条会施設)

1圭本料:フ,1 5 0円
G商用絶開:桜奇苑、元湯、山の女館)

使用料*2斗
あたり)
度分を記載

、1モ成25打二座

N攻261F孃

杓違27午壇

1,86・1

2,002

1,932

3,000円

3,H0円

3,】10円

質的夫

20

※過去 3

使用料*3
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③組織

職

事業運営組織

員

(2)民間活力の活用等

数

建設課は、平成28年度現在課長以ド5人体制であり、業務は公共士木、森林士木、農業士木、簡
易水道事業、村営住宅事業、下水道事業、農業集落排水事業、林業集落排水事業、浄化柚事業を染
務しています。職員給与の予算措置については、一般会計に5人、簡易水道事業特別会計に]人を
置いている状況です。

民問活用の状況

課の総括:課長・公共土木:1ノ>森林士木、
化椚事業1人・簡易水道、村鴬住宅:2人

資産活用の状況

ア民問委託
(包括的民問委託を含む)

イ指定管理者制度

叫「エネルギー利用」とは、下水汚泥・下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む→を用いた収入増につながる取組を指t。
*5 「士地・施設等利用」とは、土地・建物等、下水道事業の実施に不可欠な貸産を用いた、収入増につながる取組を指す(単純な売却捻除く)。

※別紙1のとおり(3)経営比較分析表を活用した現状分析

※直近の経宮比較分析喪σ公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表についてX公営企業三課室長通知)」による経営比較分析夫)を添付すること。

ウ PPP,PFI

平成27年度に策定・公表した平成26年度決算呼最営比較分析表」を添付しています。
本村の現状としまして、料令収入だけでは健全な経営が剛難であり、一般会m・からの繰入令に依存している状況ですが、高齢化
や過疎化により水洗化卓、料金収入の人幅な増加は今後も兒込めないとΥ,想されます。
事業継続に向けた対策を検討していぐ必要があります。

アエネルギー利用
(下水熱・下水汚泥・発電等)*4

イ土地・施設等利用
(未利用土地,施設の活用等)朽

宙

ド水道事業、農集排、林集排

ゞ佐をXりまJの

保'小点検業務及び瓢討寺管理業務を民問業者に委託しています。

2

最適整備構想に基づき岡庫補助余を活用しながら適止な施設管Nを実施していきたいとぢぇております。
このことにより、無駄な投資を減らし、計血的な経営を行っていくことができます。

本村は、球磨川最上流に位置するため、リ111二から環境保全、水質保令」をコンセブトに他町村に先駆けて、ド水道黎備に取り
組んできました。その結果、村内の河川の水質は、分析データからも年々向上しており、確実に環境保令、水質保令に寄与して
おります。
今後は、設備投資の起債償還金、靴持管理費を吉えた場合、施設維持のための財政的な方策が課題となっておりますが、環境保

・フK質保全のためにⅨ域内のド水道接続卓の向 1二を推進するとともに、農業集落排水施設の適止な剤吋寺管理と施設改良に努
め、集落散在地域については、合併処理浄化柚整備事業により施設黎備を行い、水上村全域での環境保令・水質保全に努めてい
きます。
只体的な施策としまして、以ドの4点により適止な経営を図っていきます。
1.農業集排水施設の適正管理について、住民への杵発活動を行い、適止な部井寺管理での農菜集落排水事業特別会計の独住採算
性を確保します。

最適黎備構想に菓づき適止な農業集落排水施設の落備改良、機能保令及び老朽化対策を実施していきます。2

「最適藥備構想」とは、農業集落排水事業の役割を踏まえ、持続可能な農業集落排水事業の実施を図るため、明確な門標を定X

め、膨火な施設の状況を客観的に把握、評価し、中長期的な施設の状況を予測しながら、農業集落排水施設を計向的かつ効卓的
に管理することをいう。

3.農業集落排水への加入促進を図り、接続率の向上に努めます。

当'の

百、

』.,'

1人・農業士木、浄

該当無し

該当無し

該当無し

4 /)、'

3

該当無し

JI.

π/

(1)投資・財政計画(収支計画):別紙 2 のとおり

※赤宇がある場合には(3)において、その解消方法が示されていることがし、要

(2)投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明

①収支計画のうち投資についての説明

狭



②収支計画のうち財源についての説明

当事業における主な収益的収入は、農業集落排水使用料、同庫補助令、一般会計繰入令となっています。
使用料・については、少子高齡化、井者の流出等で年々減少傾向となることを想定していますが、落備区域内の未接続世帯の加入
促進や新規加入促進に努め、減収を抑えていきたいとぢぇています。

本村の特定環境公共下水道事業下水道料・令の将来推計値は、図表]のとおりです。
【推計方法】
・平成25年度~平成27年度のド水道使用料,及び村収水量突績値から3力年の平均単価を算出(1nゞあたり96円)。
・平成29年度以降の年間有収水量推計値に平均単価 a 'あたり96門)を乗じて使用判・収入を推計。
・処理人口及び年間府収水量の推計については、それぞれの平成28年度実績値に、岡住礼会保障・人Π問題研究所が挑計した
本村のノd_1減少率紺2 9~H3 2 までは年△1.筋%、 H3 3~H3 7 までは年△1.別%)を乗じて算出。

図表1 使用料収入の推計

年度

H28

H29

H30

処理人口

H31

H32

H33

H34

597

H35

年問有収水量(A)市

587

H36

③収支計画のうち投資以外の経費についての説明

57フ

H37

567

溝業費用に関する事項
平成26年度に機能診断、平成27年度において、最適整備枇想を突施しており、当該計向に菓づいて
平成30年度よりnΠ師的な施設の改築更新を実施していきます。
ド記の費用については、平成30年度以降より、直近の突績額(平成25年度~平成27年度の平均)で算定しています。
・動ノJ費に関する事項(3,546, 0円)00

・修繕費に関する事項 ( 9 0 2, 0円)00

・委託費に関する事項(6,7 0 0, 0円)00

557

546

535

89.789

525

88298

515

使用料収入(B)円

86.832

505

85.390

83,972

82.426

80,909

8.409,091

79.420

3

8.476,608

フフ.958

(1)において、純損益C去適用)又は実質収支(法非適用)力靖十画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字
の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

生 a)において果字の場合においても、投資・財政計画(収支計画)に反映することができなかった検討中の敗組や今後検討テ寔の取粗について、その
内睿等を記載すること。

①今後の投資についての考え方・検討状況
*処理区ゼとに考え方が異なる場合は、処理区ピとに記載すること

8,335旧72

76.523

IrH当り使用料
(B〕/(A)円ノ市

8.197,440

8.061.312

フ.912,896

フ.767.264

画、

フ.624.320

フ,483.968

93

フ,346.208

96

百、

96

96

96

広域化・共同化・最適化に関する事項

96

96

96

96

96

^

投資の平準化に関する事項

②今後の財源についての考え方・検討状況

民問活力の活用に関する事項
炉PP/PF1など)

の の

現在、検討はしていませんが、農業集落排水整備区域外においては、
費用対効果の点から新たな区域拡弧は行わず、
合併処理浄化椚の設置促進により水洗化を進めて行きます。

使用料の見直しに関する事項

資産活用による収入増加
の取組について

今後各施設の老朽化等による建魯えが生じる際は検討して行く必要があります。

③投資以外の経費についての考え方・検討状況

現在、民間活力の活用に関する事項は検討していません。

民間活力の活用に関する事項
(包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、 PPP/PF1など)

その他の取組

消費税の増税に作い、農業集落村bK使用判を改定するかは今後の検討課題です。

料金収入だけでは賄いきれず、一般会計からの繰入に依存しているため、今後の
検討課題です。

職員給与費に関する事項

建設改良費に当たっては、川の補助事業の活用や交付税措置の有利な起債の借入
等、
適切な財源確保について検討しています。

動力費に関する事項

現時点では検討していませんが、今後の検討課題です。

該当無し

設備機器の適止な運用を図り、コスト前断咸に努めて行きます。



修繕費に関する事項

委託費に関する事項

4.経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

その他の取組

供用開始から19年を経過している処理施設もあるため、
今後、史に修繕費等が増加することが懸念されます。
早期に黎備計向を住て計向的に修繕を行っていく必要があります。

営戦略の事後検
新等に関する

現在、施設の仏V丁点検清揣業務を等単年度契約で実施しているところですが、複
数年の業務委託契約とすることにより、費用が抑制出来るかを今後検討し、経費
の削減、効率化に努めます。

本村では、住民の高齢化が進んでおり、農業集落判bK施設への新規加入率が伸び
悩んでいる状況です。
今後は補助金等を適切に活用し、さらに加入促進を進めていくとともに、収納率
向上絲佐持)など財源確保につながる経費について、費用対効果を検証しつつ、
取り組んで行きます。

今後、最適藥備枇想による計向的な施設の紕持管Nを、岡庫補助金等を活用し実施してい
きますが、適正な経鴬計向を行うため3年を目途に経鴬戦略の見直しを行います。

、
項

、
、
.
。
事

経
更
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1

事

様式第2号(法非適用企業)

( 1 )

総

(2)

料

収

( 1 )

総

他

(2)

収

前々年度

(決算)

益(A)

益侶)

益(C)

収

57,460

( 1 )

8,608

他

8,588

(2)

57,221

うち

(3)

用①)

払

本年度

他

(4)

8,434

48,852

20

(5)

8,419

44,852

収

(6)

時借入金利

51β14

4,000

(フ)

利

29年度

29,473

48,787

8,426

15

18,372

44,787

8,409

(都道府県

( 1 )

(A)ー(D)

51,447

4,000

30年度

26,114

(2)

18,372

42β88

8,494

17

15β11

(3 )

11,101

42β88

8,47フ

(4)

11,101

入(F)

借

(E)

60,718

(5)

他

21,163

31年度

15,811

8,353

42,953

化

他

17

11,682

^
ユミ

仟

10,303

却

42,953

8,336

27,987

仟

10,303

1

51,951

収支差引

口

代

32年度

20,968

仟

11,682

80

52,365

8,214

17

12,336

47β65

8,197

期借入

9,481

31,107

償

9,481

51,948

5,000

33年度

30,737

12,336

80

43,737

8,078

出(G)

17

22,979

給

他

43,737

8,061

8,632

30,151

8,632

58,676

34年度

19,191

80

22,979

フ,930

43β70

28,513

(F)ー(G)

17

12,336

(H)

43β70

フ,913

30,479

フ,758

フ,758

57,333

35年度

18,261

80

28,513

12,336

フ,784

50,746

他

29,310

17

12,336

47,383

フ,767

29,981

①

6,855

6β55

54,374

(単位:千円,%)

3,363

△ 28,433

36年度

24,027

29,310

12,336

49,549

フ,641

30,133

17

19,062

46,545

フ,624

5,925

32,760

5,925

フ7β35

3,004

△ 29,230

22β25

37年度

30,133

19,062

46,733

フ,501

30,981

17

18,344

43,615

フ,484

4,965

33,687

4,965

49,009

3,1 18

△ 30,133

21,595

30,981

18β44

70,334

フ,363

31β56

17

18,572

54,781

フ,346

34,649

3,981

15,553

3,981

△ 30,981

45,599

31β56

18,572

41,646

32,758

43,442

17

36,812

35,008

3,023

3,023

4,834

△ 31,856

23,373

32,758

43,442

33,689

22,004

2,157

32,フ79

2,157

△ 32,758

33,689

22,004

34,649

32,236

1,369

1β69

△ 33,689

34,649

35,006

25,636

△ 34,649

35,006

32,フ79

△ 35,006

32,フ79

32,237

△ 32,フ79

32,237

25,636

△ 32,237

25,636

△ 25,636

イ受託工事収

会計繰

ち退職手当

ウそ

イそ

ア職

うち資本費平準

イそ

補助金

ア支

収支差

固定資産売

与費

金返還金

遍金

会計への繰出金

うち職員

地方



様式第2号(法非適用企業)

区

収

積

分

支再差

前年度からの繰越金

前年度繰上充用金

形

翌年度

実

式

引

金

年

質収

(N)ー(0)

収

赤

ノ＼

字

収益的収支比率(

繰り越すべき財源(0)

支

地方財政法施行令第16条第1項により算定した
金資 額足不の

(E)+①

比

度

支

営業収益

黒

(σ)ー(K)+(D-(M)(N)

赤

前々年度

(決算)

方財
金 、

健全化法施行令第16条により算定した
」.『

資 足、,の不

(J)

(K)

健全化法施行規則第6条に規定する
解消可能資金不足、

(D

投資唄オ政計画
(収支計画)

政法によ
の比

△ 446

前年度

(M)

受託工事収益

唆ヨ

健全化法施行令第17条により算定した
事 規の

字(P)

1,504

健全化法第22条により算定した

資金不足比率

字(Q)

X I00 )

0他会計繰入金

1β7フ

1,058

本年度

36,812

X I00 )

地

1,059

^
^

1,058

(B)ー(C)(S)

・十

2,936

29年度

《R)/(S)× 100)

方

18

区

(R)

借

2,958

2,936

9,807

収益的収支分

△ 502

入

債

2,976

30年度

金

2,976

資本的収支分

2,976

8,608

(T)

△ 1,875

残

残

((T)/(V)× 100)

2,474

31年度

(U)

年

2,474

2,474

8,434

(V)

32年度

うち基準内繰入金

599

度

2

うち基準外繰入金

御)

8,426

599

599

(X)

うち基準内繰入金

△2

33年度

うち基準外繰入金

601

391,907

8,494

601

前々年度

(決算)

601

34年度

599

362,595

8,353

599

599

前年度

44,852

畷ヨ

35年度

39,614

599

2

332,463

5,238

8,214

599

599

(単位:千円,%)

44,787

36年度

本年度

39,613

601

301,481

44,852

5,174

8,078

601

601

42β88

△1

37年度

29年度

39,614

601

269,625

44,787

3,274

601

フ,930

601

42,953

30年度

39,613

600

236,867

42β88

3,340

フ,784

600

600

47,365

31年度

39,614

600

203,178

42,953

フ,751

フ,641

600

43,737

32年度

39,613

168,529

47,365

4,124

フ,501

43,870

33年度

39,614

133,523

43,737

4,256

フ,363

47,383

34年度

39,614

100,743

43β70

フ,769

46,545

35年度

38,987

68,506

47,383

フ,558

43,615

36年度

35β02

(単位:千円)

46,545

42β71

フ,813

54,781

37年度

34,394

20,387

43,615

36,812

27,005

54,781

.
)
(

(
)

立

率

高

高

地
資

他

分

計合

る
率



別紙1

本県水上村

務名

法非適用

資金不足比率1%}

業種名

下水道牢業

自己資本構成比率{%1

該当数値なし

10400

103 00

10200

101 00

100 00

" 00

9急 00

"伽

96 00

" 00

①収益的収支比率{%】

当該仙

平均値

名

農業集活排水

普及牢{%}

30.33

部

9急 27

24

10231

き0 00

70 M

'0 00

50 00

'0 00

30 00

20 00

10 00

0 00

「単年度の収支」

似団体区分

F2

有収率{%】

100 00

"26

" 09

恒凝費回収率(%)

②累積欠損金比率1%j

^

当該仙

早均価

1か月?om1当たり家
3,110

H師
70 き'

'2 13

経営比較分析表

1.経の健全性・効率性

該当数値なし

π叫

51 03

料金1円】

乃"

50 90

「料金水凖の適切性」

'0000

350 00

300 00

250 00

200 00

150 00

100 舶

50 00

0 00

凹?'

"ル

50 ι2

人口(人)

2,323

処理区域内人口(人)

694

71 2き

駝 19

@秀水処理原価1円】

①有形固定資産減価債却宰【%1

③流動比率1%}

当該値

平均価

力

131 93

3'且 41

面積{k lj
190.96

処理区域面積化酌
0 59

0伽

0 03

該当数値なし

該当数値なし

唖
130 Ⅱ

?閼 60

【?舶 81】

;用止と類団体区分が同じため、収益収支比の団平均等を表示していません
平成23年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、企業債残高対事業規比牢及び管渠改善率にっいては、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています.

126 ι5

2,3 27

「施全体の減価償却の状況」

26

0 00

0 02

「費用の効牢性」

70 00

乏
167 53

300 52

人口密度{人ノk釣
12.15

処理区域内人口密度{人ノk釣
1,176.27

'0 00

"27

0 00

0 01

「支払能力」

50 伽

1 '00 帥

1 200 00

40 伽

135 55

2,6 M

④企業債残高対事業規椣比牢{%}

1 000 00

30 舶

⑦施利用率{%1

20 00

き0000

印n oo

400 00

10 00

0 00

当該価

平均価

200 00

0 00

2.老朽化の状況

^

当践価

早均値

印 1,

"肪

②渠老朽化率1%)

0 00

1 224 75

グラフ凡例
■該団体(該値)

類似団体平均値(平均イ)

n 平成27年度全国平均

1'

'1 '2

54 74

^

全体総括

今後は接続率の向上による適正な使用料の保に
努め、事業継続に向けた対策を検討してく必要があ
る

0 00

1 1,フ'2

【1.015 7フ】

"

'1 11

53 7言

分

1.経営の健全性・効率性について

料金収入だけでは健全な経営が困雌であり、一般
会計からの繰入金に依存している状況だが、高眺化
や過疎化により水洗化率、料金収入の大幅な増加は
今後も見込めないと予想される.

「施の効率性」

該当数値なし

0 00

1 1?6 7フ

艶 00

肪伽

M O0

'? 00

ι0 00

7ι 00

76 00

14 00

72 00

70 00

'' 00

'6 00
加

印肋

53 1'

「務残高」

0伽

10"肋

⑧水洗化率【%)

「渠の経年化の状況」

H17
0 00

1 0き1 き0

当該値

早均値

H?

門舶

乃閉

0 0,

0伽

0 07

0 06

0 05

0 0'

0 03

0 02

001

0 00

'

'1 37

邑3 ιι

【8' 50】

鰯
'2 20

き' 06

「使用料対の捕捉」

③

H2

U"

念' 07

当該値

早均値

改率1%1

H?

ι' 17

U能

2.老朽化の状況について

平成27年度に策定した量適整備構想にづいた
改築・吏新を計画的に実施していく.

H23

0 00

0帖

H24

0伽

0 04

の更新投資・老朽化対策の実施状況」

■
■
■
■
■
■

■
■
盟

一
=


